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８章 沖縄市マンション管理適正化推進計画 

 

本章は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 （平成 12 年法律第 149 号。以下、「マ

ンション管理適正化法」とする。）第３条の２第１項に規定する都道府県等マンション管理適正

化推進計画である。 

 

１．計画期間 

本計画は、10 年間（令和８年度から令和 17 年度まで）の目標と施策展開について定める。 

また、今後、沖縄市住生活基本計画の改定に合わせて定期的にマンション管理の状況把握、施

策の進捗状況と効果検証等の結果を踏まえ、必要に応じて５年後に見直しを図るものとする。 

 

２．マンションの管理の適正化に関する目標 

令和６年度沖縄県マンション実態調査結果及びマンション管理組合意識調査により、本市の分

譲マンションは 96 件 （3,009 戸）と把握されている。そのうち築 40 年超えのマンションは 11 件

（11.5％）、築 35 年超えを含めると 29 件（30.2％）が確認されている。 

これまでの沖縄県実施のマンション実態調査及び本市におけるマンション管理組合意識調査に

より把握した管理状況について、「マンション管理の適正化の推進に関する法律第５条の２及びマ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律第４条の２に基づく助言・指導等に関するガイドライ

ン （令和７年 11 月改定国交省）」に示される助言 ・指導等の対象となる基準の目安 （以下、「国基

準」という。）を用いて分類すると、以下のように整理される。 

 

■本市の分譲マンションの国基準等への適合状況 

管理状況による 

マンションの区分 

分類に用いた基準 
該当するマンション数（96 件） 

国基準※ 

基準適合マンション 〇 

（全ての基準を満たしている） 
11 件（11.5％） 

基準適合課題マンション △ 

（一部、基準未達がある、 

アンケート未回答を含む） 

60 件（62.5％） 

■内訳 

一部基準未達：34 件（35.4％） 

未回答：26 件（27.1％） 

連絡先不明マンション × 

（連絡先不明） 
25 件（26.0％） 

※国基準 ：助言 ・指導及び勧告の基準 

 

上記のとおり、各分譲マンションにおける管理状況には差があることから、マンションの管理

の適正化に関する目標については、管理状況によるマンションの区分毎に定めるものとする。 
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1

3

0 1 2 3 4

５年未満

５～９年

10～14年

15～19年

20～24年

25～29年

30～34年

35～39年

40～44年

45～49年

50年以上

件

（１）基準適合マンションの 30 年以上の長期修繕計画の作成数 

助言等基準に適合したマンション（以下、「基準適合マンション」という。）については、適正

なマンション管理が実施できている目安となるマンション管理適正化法第５条の 14 に定める管

理計画認定の基準（下表参照）の達成をめざすことが望まれる。同基準では「長期修繕計画の作

成及び見直し等」として、計画の作成だけでなく計画期間や修繕積立金等に関する基準がある。 

一方、市内の基準適合マンション （11 件）のうち、６件が長期修繕計画を未作成と回答してい

ること及び管理計画認定の基準に基づき、30 年以上の長期修繕計画の作成数が３件に留まること

から、同基準を満たす 30 年以上の長期修繕計画の作成数については、現況値の３件 （令和７年度）

を 11 件（令和 17 年度）とすることをめざす。 

＜参考値＞30年以上の長期修繕計画の作成率（県全域）46.5％（約598件/1,287 件）（令和６年度） 

 

■長期修繕計画の有無（N=11）、計画期間（N=４） 

 

 

 

 

 

 

 ※長期修繕計画の作成マンション管理組合のうち、１件は無回答  

 

■管理計画認定の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「マンションの管理計画認定の基準（令和６年６月、国土交通省）」 

ある

5(45.5%)ない

6(54.5%)
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1

1

0 1 2 3 4

弁護士

建築士

マンション管理士

公認会計士

税理士

司法書士

行政書士

管理業務責任者

その他

件

（２）基準適合課題マンションへの専門家のあっせん件数 

本市では、マンションの管理に課題を抱えるマンション（国基準に一部未達のマンション。以

下、「基準適合課題マンション」という。）が 60 件確認されている。マンションの管理には専門的

な知識を要する事項が多いため、マンション管理組合は課題に応じ、マンション管理士等の専門

的知識を有する者の支援を得ながら改善策を講じることが望まれる。 

一方、市内のマンションにおいては、外部専門家を活用した物件が３件と活用が進んでいない

ことから、基準適合課題マンションの課題解決に向けた専門家のあっせん件数について、現況値

の２件（令和７年度）から 30 件（令和 17 年度）とすることをめざす。 

 

■外部専門家の活用、または検討（N=32）、支援を受けた外部専門家（N=２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「活用している」３件のうち、１件は無回答  

 

（３）連絡先不明マンションの管理者窓口の把握率 

マンションの管理状況を調査するうえで、各マンションの管理者窓口を明確にすることが円滑

な連絡体制の構築につながることから、管理者窓口の把握率として、連絡先不明となっている 25

件について現地調査等による確認を進め、現況値の 74.0％（令和６年度）から 100％ （令和 17 年

度）とすることをめざす。ただし、今後管理者窓口としては郵便ポストの他、ＦＡＸやメールと

いった電子媒体での連絡窓口でも可能とするため「管理者窓口の把握率」とする。 

＜参考値＞管理者窓口の把握率（県全域）74.0％（令和６年度） 

■管理者窓口の把握状況 

管理者窓口の有無と種類 沖縄県 沖縄市 

沖縄県マンション 

データベース登録件数（Ａ） 
1,287 件 96 件 

アンケート調査等の情報 

発信可能件数（Ｂ） 
952 件 71 件 

アンケート調査等の未達件数 335 件 25 件 

管理者窓口把握率（Ｂ/Ａ） 74.0％ 74.0％ 

※本市の把握率はマンション管理組合意識調査の到達件数で、県の補足率と算定方法が異なる 

活用している

3(9.4%)

検討している

8(25.0%)

活用も検討もしていない

21(65.6%)
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（４）マンションの管理の適正化に関する目標のまとめ 

以下に前述したマンションの管理の適正化に関する３つの目標のまとめを示す。 

■マンションの管理の適正化に関する目標のまとめ 

目標指標 現況値 
目標 

（R17 年度) 

基準適合マンションの 30 年以上の長期修繕計画の作成数 ３件 11 件 

基準適合課題マンションへの専門家のあっせん件数 ２件 30 件 

連絡先不明マンションのマンション管理組合窓口の把握率 74.0％ 100％ 

 

３．マンションの管理の状況を把握するために講ずる措置 

本市では、住宅・土地統計調査をはじめとした統計情報等及び沖縄県が県内全域を対象に概ね

５年ごとに実施するマンション実態調査に基づき構築されるマンションデータベースの提供を受

けて、マンションストックの概要について把握するとともに、沖縄県による実態調査から得られ

た結果に基づき管理状況に関するアンケート調査や老朽化の状況に関するデータを活用し、マン

ション管理の実態把握及び分析に努めるものとする。 

 

■令和６年度沖縄県マンション実態調査の概要 

 概要 

調査対象 マンション管理適正化法第２条第１項に基づき、２以上の区分所有者が存

する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの 

調査個所 沖縄県全域 

主な調査項目 マンションの概要、マンション管理組合の運営、管理規約の作成及び改正、

マンション管理組合の経理、長期修繕計画、修繕 ・改修 ・建替え、管理事

務、トラブルの発生状況 

調査方法 ・新聞やインターネット等から把握した分譲時 ・売却時の不動産情報、各

市、県建築指導課（市以外）、沖縄県マンション管理士会の情報からデ

ータベースを作成 

・ 「マンション管理組合」を対象としたアンケート調査を実施 

・回収率の向上を図り「オンライン説明会」を実施 

・老朽化マンションの外観調査及び訪問回収、ヒアリング調査を実施 

調査期間 令和６年８月～令和７年３月 

また、本市の分譲マンションの管理状況を把握するため、管理状況の区分に基づき実態調査の

実施等、本市が講ずる措置を検討する。さらに、把握・収集した調査結果は、本市のマンション

台帳※に反映し、管理状況及び本市の対応状況の一元管理を図る。 

※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の２及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律

第４条の２に基づく助言・指導等に関するガイドライン（令和７年 11 月改定、国交省）」の参考様式７ 
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４．マンションの管理の適正化の推進を図るための施策 

本市ではマンション管理組合による自主的な管理の適正化を促すため、関係団体と連携を図り、

次に掲げる取り組みを実施する。 

 

（１）法律に基づく管理計画の認定等 

・マンション管理適正化法に基づき、管理計画の認定事務を実施するとともに、マンション管理

適正化指針に即し、適宜、助言・指導等を行う。 

 

（２）良質なマンションストックの形成 

・マンション管理組合の長期修繕計画の作成を促進する。 

・マンション管理に関する相談窓口等の紹介や、マンション管理標準指針等の適切な管理に関す

る情報提供を行う。 

・修繕積立金の計画的な積立て、適切な管理を支援する 「マンション共用部分リフォーム融資 （沖

縄振興開発金融公庫）」等の普及促進に取り組む。 

・老朽化マンションの円滑な建替えを促進する。 

 

（３）マンション管理組合活動の支援 

・沖縄県と連携し、マンション管理に関する必要な情報を入手するとともに、県内市町村との意

見交換等により入手した情報をマンション管理組合に周知するなど、マンション管理組合の活

動を支援する。 

・マンション管理関係団体等との連携によるマンション管理組合の管理体制の再構築を促進する。 

 

（４）沖縄県住宅供給公社による事業実施に関する事項 

・建築後 20 年が経過したマンションにおいて、沖縄県住宅供給公社は委託により、修繕その他の

管理の業務や管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行う

ことができる。 
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５．マンション管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(マンション管理

適正化指針） 

本市におけるマンション管理組合がマンションの管理適正化に向けて留意が求められる事項と

して、以下に方針を示す。 

 

（１）指針の概要及び特記事項 

指針については、国の「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に加え

て、本市におけるマンション管理組合にマンションの管理適正化に向けた留意が求められる努力

義務として、以下の「（２）指針追加事項」を示す。 

なお、本指針はマンション管理組合の管理者等に対する必要な助言及び指導等の実施並びにマ

ンションの管理計画認定制度における認定基準の一つとなることから、本指針の内容について十

分留意の上、日常的なマンションの管理適正化に努めるものとする。 

 

（２）指針追加事項 

マンション管理状況における本市の地域特性として、長期修繕計画の作成割合が全国と比較し

て低いこと、大規模災害に対する危機意識が全国と比較してやや低いことがあげられるため、以

下の項目を指針追加事項とする。 

 

１）長期修繕計画の作成や見直しにあたっては、必要に応じてマンションの状況調査を実施し、

劣化等の状況を的確に把握したうえで、実施すること。 

２）防災マニュアルの作成や防災訓練など、大規模災害対策を実施していること。 

 

 

６．マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及 

・マンション管理組合や住宅供給事業者、住民等に対して、マンション管理標準指針の周知やマ

ンション管理計画認定制度をはじめとした適正な管理に関する情報提供を行う。 

・ （公財）マンション管理センターが行っている電子化 ・保管サービス 「マンションみらいネット」

のマンション履歴システムの利用を促進することで、マンション管理組合の適切な維持管理を

図るとともに、入居者やマンションの購入希望者への適正な情報の提供を行う。 

・マンション管理適正化法第５条の３第１項の規定に基づき，マンション管理適正化支援法人の

登録に関して、県や隣接市町村と情報共有の下、対応方針及び手続き等を検討する。 
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７．その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要となる事項 

 

（１）マンションの継続的な実態把握 

・マンションの管理状況を継続的に把握するため、適宜、国や県の調査と連動した市調査を実施

する。 

・管理者不明のマンションについては、現地調査を実施する等の体制構築を検討する。 

 

（２）マンション管理計画認定制度の運用 

・市内マンション管理組合による自主的・自律的な適正管理を促進するため、マンション管理適正

化法に基づく、沖縄市マンション管理計画認定制度を適切に運用する。 

・管理計画認定制度の運用にあたっては、マンション管理組合の管理者等による認定申請の際に、

マンション管理適正化法第 91 条に基づいてマンション管理適正化推進センターとして指定さ

れている公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を推奨する。 

・なお、管理計画の認定は５年ごとの更新制であり、更新をしなければ認定の効力は失われる。 

・また、認定期間中の管理計画変更時には再度認定申請が必要となる（有効期間は延長せず）。 

・加えて、認定期間中に本市から報告徴収、改善命令等の勧告を受ける場合があることから、マン

ション管理組合の管理者等は、認定を取得したマンションとしての適正管理に努めることが求め

られる。 

 

（３）大規模災害への対応 

・近年の頻発化・激甚化する災害に備え、機械室等の浸水対策、避難経路の確保、定期的な防災

訓練の実施及び備蓄の確保、自主防災組織の設立等、マンション管理組合の対応に関する情報

発信に努める。 

 


